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　連合岩手は盛岡中央地域協議会とともに 3 月 3
日（金）岩手教育会館で「2023 春季生活闘争　
3.3 岩手県中央総決起集会」を開催しました。約
150 名が参加し「2023 春季生活闘争勝利」に向け
てたたかう意志統一をしました。
　冒頭、佐々木闘争委員長は、「働きがいのある
労働環境をつくるため、生活を守るため、すべて
の組合で『未来づくり春闘』に取り組もう。」と
訴えました。
　第 1 部は、鈴木事務局長が春季生活闘争をめぐ
る情勢や闘争課題の共有化のため情勢報告を行い
ました。
　第 2 部は、連合　副事務局長・山根木晴久氏か
ら「2023 春季生活闘争の位置づけと取り組み」に
ついて講演をいただき、雇用の状況や賃金などの
今を取り巻く状況、賃上げで何をどのようにやっ
ていくのか、2023 春季生活闘争でめざすものは何

かのポイントを解説していただきました。
　続いて、盛岡中央地協・遠藤議長が集会宣言（案）
を提起、満場の拍手で確認、佐々木闘争委員長の
団結ガンバローで集会を終えました。
　集会終了後は、4 年ぶりとなるデモ行進を行い

「賃上げ実現！　職場環境改善！　格差是正！パ
ートの均等待遇実現！　最低賃金引き上げ！」を
訴えました。

この印刷物に使用している用紙は、森を元気にする
ための間伐と間伐材の有効活用に役立ちます。

連合岩手「2023春季生活闘争勝利3.3岩手県中央総決起集会」を開催

　連合岩手は 2023 春闘を昨年に引き続き 5 年 10 年先の「未来づくり春闘」と
位置づけ、「人への投資」を起点とした経済の好循環を創り出すことを目的に、
労働局、県経営者協会をはじめ各経営者団体などに理解を求めるための要請行
動を行いました。
　3 月 7 日（火）には、アートホテル盛岡において、岩手県経営者協会との政策
懇談会を行い「2023 春季生活闘争」の重点政策について相互理解を深めるため
意見交換を行いました。
　また、3 月 14 日～ 24 日には労働局、岩手県議会、岩手県商工会議所連合会、
岩手県中小企業団体中央会、岩手県商工会連合会、岩手県中小企業家同友会に対し、「最低賃金の改正」

「賃金・労働条件の改善」「働き方の改善」「付加価値の適正配分」などに関わる申し入れ書を提出、意見
交換を行いました。

連合は、賃上げの社会的波及、格差是正、
生活困窮者支援の政策・制度要求に取り組んでいます！
連合の訴えを届け、社会的な機運の醸成に向け、
「賃上げ実現・くらし支援　あしたを変える連合緊急アクション
　　　　　　　　　　　　　　　～くらしをまもり、未来をつくる～」
すべての働きくらす人々に向けて、今ここからはじまります！

賃上げ実現・くらし支援　あしたを変える連合緊急アクション

春季生活闘争課題について各団体等に要請行動を展開

県経営者協会会長・佐藤 氏（左）
連合岩手 佐々木会長（右）

1/15 「道の駅かわさき」で連
合宮城から引継

1/15 盛岡駅前で街頭宣伝 1/17 八戸市で連合青森へ引継 12/23・27 フードバンク岩手
へ「食料支援」

12/20 岩手県へ「生活困窮者
支援に関する緊急要請」

　2 月 6 日にトルコ南部で発生した地震に対するカン
パを行い、たくさんのご協力をいただきました。

団結ガンバロー・佐々木闘争委員長（連合岩手会長）

春闘勝利に向けて　団結ガンバロー 未来づくり春闘・春闘要求実現に向けてデモ行進（盛岡市）

情勢報告・鈴木事務局長 山根木副事務局長（連合本部） 遠藤議長（盛岡中央地協）

全国キャラバン終了　東北・北陸ブロック（1/12～ 2/20）
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　新型コロナウイルスの脅威も 4 年目となり、感染者数の増
減を繰り返しながら、あらゆる分野の方々の対策によって、日
常の生活、経済活動が維持されているところであり、さらに
は 5月の 5 類への移行に向けて、私たちの生活は新たなステ
ージに入るものと考えます。
　年度末のこの時期の開催となります、大変お忙しい中、連
合岩手第 47 回地方委員会に、ご来賓として、連合本部より
安永副事務局長、連合岩手が支援する各政党を代表し、立
憲民主党から菅野県連幹事長、国民民主党から軽石県連代
表、社会民主党から木村県連代表に出席いただいております。
ありがとうございます。
　また、各構成組織より参加された地方委員の皆さま、特別
地方委員のみなさまには日頃の奮闘に対しまして敬意を表する
とともに、本日は連合岩手の前進に向けた討議となりますこと
に期待をいたします。
　さて、連合岩手が昨年 10 月26 日に年次大会を開催してか
ら 3 カ月あまりが経過しました。この間、様 な々情勢の動きが
ありました。私たちの生活に直結する消費者物価指数は前年
同時期と比較して上昇を続けており、12 月期は 4％の上昇と
なっています。物価は 12 月以降も上がり、この 2 月にはあら
たに 5,000 品目を超える食品の値上げが実施されます。日本
の労働者の多くが低所得者層にあると言われている中で、こ
の物価上昇は安心して暮らすということにとって大変な脅威と
なります。
　連合は昨年暮れから春闘期に合わせ、「賃上げ実現・くらし
支援緊急アクション」を展開し、今年に入ってからは全国キャ
ラバンを実施し、今日も東北・北陸ブロックでは新潟県内を
真っ赤なキャラバンカーが街宣中です。連合岩手は作年末に、
生活困窮者支援に関する県への要請行動と、フードバンク支
援に取り組みました。フードバンクからは長引くコロナ禍によ
り、これまでにないほどの生活困窮者からの支援要請が来て
いるというお話があり、連合の取り組みに対して大いなる期待
と謝意をいただいております。1/14 ～17 にかけては県内での
街宣行動を行い、15日には盛岡駅前において寒空のもと、達
増知事にもマイクを握っていただき、賃上げ実現・格差是正に
よって私たちのくらしを変えて行くことを広く県民に訴えたとこ
ろでした。

　その、賃上げですが、2023 春闘の取り組みについては、
本日の地方委員会議案で連合岩手としての方針を承認いただ
き、このあとの「闘争開始宣言集会」をもって、いよいよ本
格的な取り組みとなります。春闘情勢等は地方委員会での討
議、開始宣言集会で触れることといたしますが、今年の春闘
ほどマスコミや政府、経済団体が取り上げるというのも久しぶ
りではないかと思います。それだけ労働者・生活者を取り巻
く環境が厳しいものになっているということの現れであり、30
年間賃金水準が抑え込まれていたことに対して疑問を示す世
論が高まっている、今が賃上げのチャンスであることを示して
いるといえます。
　産業界の偏った所得分配構造を是正し、あらゆる格差をな
くし、「失われた 30 年」、かつての「分厚い中間層」を取り戻
すため、「働くことを軸とする安心社会」の実現のため、「未
来づくり春闘」に取り組んでいこうではありませんか。
　この春闘を勝ち抜くため、そして働く仲間とその家族が安
心してくらしていくためには、私たちが求める政策制度の実現
が不可欠です。この 3 月には震災から12 年目を迎えます。沿
岸被災地ではインフラ整備が進んではいますが、人口減少問
題と相まって、浸水地域の人口の戻りや産業の再生にはまだ
まだ解決しなければならない課題が山積しています。また、
間もなく侵攻開始から1年を迎えるウクライナ情勢は燃料費の
高騰や物価高、経済活動の低迷など私たちの身近にも様 な々
影響を及ぼしていますが、最も危惧すべきは平和な世界の構
築が一気に逆戻りしているということです。私たちが安心して
くらす、生きがいを持って仕事に取り組むという、最も基本的
な営みは、平和な社会の上にこそ成り立つものです。今、そ
こが極めて不安定な状況にあります。
　今年は、統一地方選挙が行われます。11 月までの間に、
県議会議員を含め 20 の各自治体議員選挙と、県知事を含め
10 の首長選挙が行われます。そして、衆議院の解散総選挙
についても取り沙汰されています。働き方改革を進め、人間ら
しく仕事に取り組むためのディーセントワークの実現と、賃上
げを進めるための制度設計、そして平和な世界を構築するた
めの政策など、私たち働く者、生活者の立場から政策制度を
実現する議員を議会に送る必要があります。連合岩手の推薦
する候補者の勝利が、私たちのくらしを変えていく、そこのと
ころを組織一丸となって確認し、統一地方選挙の勝利に向け
て進んで参りましょう。
　本日の地方委員会において、多くの意見をいただくことで、
明日からの連合岩手の更なる飛躍につながることを祈念し、
私からの挨拶とさせていただきます。本日は、よろしくお願い
いたします。

「連合岩手第47回地方委員会」で闘う意思統一

連合岩手第47回
地方委員会あいさつ

会長　佐々木　秀市

「2023春季生活闘争方針」「統一地方選挙方針」を確認

　2023 年 2 月 8 日（水）、第 47 回地方委員会を開催。議長団に玉澤聡子委員（岩教組）、武田利継委員（JAM）
を選出し議事を進行しました。
　執行部を代表して佐々木会長があいさつし、続いて、来賓として連
合本部・安永副事務局長から「私たちの取り組みが日本の未来をつく
るんだということを強く意識しながら「未来づくり春闘」の名の下に、
それぞれの地域で成果を上げ、世の中全体の持続的継続的な賃上げに
つながるよう取り組みを強化してまいりたい。ジェンダーバランスの
課題についても春季生活闘争の中で、それぞれの労使の課題に掲げて
いただいて全体で取り組むことを確認したい。」と連帯と激励のあい
さつをいただきました。
　質疑討論では、第 1 号議案「2023 春季生活闘争方針（案）」について、
及川委員（自治労）が長時間労働の問題にふれ、「すべての職場で起
きている人手不足について方策を考えていくべき。」と発言し、執行
部は、公務員職場のみの問題ではなく民間でもある実態。連合本部と
一緒になって政策制度課題として活動する。」と答弁しました。
　栁田委員（高教組）は、昨年開催された「高校生平和集会」につい
て紹介し、「子どもたちの将来のためにも『春闘』を勝ち取りたい。」
と発言がありました。続いて、「長時間労働について、青年委員会で
開催する交流会で様々な悩みや、問題を共有していきたい。」（中村委員・岩教組）、「賃金を上げるため
にも連合岩手に『側面的支援』をお願いしたい。」（飛田委員・ＵＡゼンセン）との発言がありました。
　第 2 号議案「第 20 回統一地方選挙の闘争方針（案）」について、原委員（JAM）は、「これまでの選
挙に対しての反省等、連合岩手の政治活動を『組合員への周知、見える活動』として行っていただきた
い。」と発言。執行部は、統一地方選に向かって注力していくと答弁。続いて、第 3 号議案「連合岩手再
生方針の対応状況と今後の取り組みについて」が承認され、すべての報告・議案の審議が終了しました。
最後に、「第 20 回統一地方選挙の必勝に向けた特別決議（案）」が満場の拍手により採択され、連合岩手
の総力を挙げて闘い抜くことが決定しました。

　地方委員会終了後、「2023 春
季生活闘争・闘争開始宣言集
会」を行い、「くらしをまもり、
未来をつくる。」春闘に向けて、
一致団結して闘う意思統一を確
認し、2023 春季生活闘争をスタ
ートさせました。

地方委員会開催前「未来づくり春闘」への想いを横断幕へ書き込む参加者

来賓あいさつ
連合 安永副事務局長

春季生活闘争方針（案）提起
連合岩手 佐々木副事務局長
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する候補者の勝利が、私たちのくらしを変えていく、そこのと
ころを組織一丸となって確認し、統一地方選挙の勝利に向け
て進んで参りましょう。
　本日の地方委員会において、多くの意見をいただくことで、
明日からの連合岩手の更なる飛躍につながることを祈念し、
私からの挨拶とさせていただきます。本日は、よろしくお願い
いたします。

「連合岩手第47回地方委員会」で闘う意思統一

連合岩手第47回
地方委員会あいさつ

会長　佐々木　秀市

「2023春季生活闘争方針」「統一地方選挙方針」を確認

　2023 年 2 月 8 日（水）、第 47 回地方委員会を開催。議長団に玉澤聡子委員（岩教組）、武田利継委員（JAM）
を選出し議事を進行しました。
　執行部を代表して佐々木会長があいさつし、続いて、来賓として連
合本部・安永副事務局長から「私たちの取り組みが日本の未来をつく
るんだということを強く意識しながら「未来づくり春闘」の名の下に、
それぞれの地域で成果を上げ、世の中全体の持続的継続的な賃上げに
つながるよう取り組みを強化してまいりたい。ジェンダーバランスの
課題についても春季生活闘争の中で、それぞれの労使の課題に掲げて
いただいて全体で取り組むことを確認したい。」と連帯と激励のあい
さつをいただきました。
　質疑討論では、第 1 号議案「2023 春季生活闘争方針（案）」について、
及川委員（自治労）が長時間労働の問題にふれ、「すべての職場で起
きている人手不足について方策を考えていくべき。」と発言し、執行
部は、公務員職場のみの問題ではなく民間でもある実態。連合本部と
一緒になって政策制度課題として活動する。」と答弁しました。
　栁田委員（高教組）は、昨年開催された「高校生平和集会」につい
て紹介し、「子どもたちの将来のためにも『春闘』を勝ち取りたい。」
と発言がありました。続いて、「長時間労働について、青年委員会で
開催する交流会で様々な悩みや、問題を共有していきたい。」（中村委員・岩教組）、「賃金を上げるため
にも連合岩手に『側面的支援』をお願いしたい。」（飛田委員・ＵＡゼンセン）との発言がありました。
　第 2 号議案「第 20 回統一地方選挙の闘争方針（案）」について、原委員（JAM）は、「これまでの選
挙に対しての反省等、連合岩手の政治活動を『組合員への周知、見える活動』として行っていただきた
い。」と発言。執行部は、統一地方選に向かって注力していくと答弁。続いて、第 3 号議案「連合岩手再
生方針の対応状況と今後の取り組みについて」が承認され、すべての報告・議案の審議が終了しました。
最後に、「第 20 回統一地方選挙の必勝に向けた特別決議（案）」が満場の拍手により採択され、連合岩手
の総力を挙げて闘い抜くことが決定しました。

　地方委員会終了後、「2023 春
季生活闘争・闘争開始宣言集
会」を行い、「くらしをまもり、
未来をつくる。」春闘に向けて、
一致団結して闘う意思統一を確
認し、2023 春季生活闘争をスタ
ートさせました。

地方委員会開催前「未来づくり春闘」への想いを横断幕へ書き込む参加者

来賓あいさつ
連合 安永副事務局長

春季生活闘争方針（案）提起
連合岩手 佐々木副事務局長
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　連合岩手は盛岡中央地域協議会とともに 3 月 3
日（金）岩手教育会館で「2023 春季生活闘争　
3.3 岩手県中央総決起集会」を開催しました。約
150 名が参加し「2023 春季生活闘争勝利」に向け
てたたかう意志統一をしました。
　冒頭、佐々木闘争委員長は、「働きがいのある
労働環境をつくるため、生活を守るため、すべて
の組合で『未来づくり春闘』に取り組もう。」と
訴えました。
　第 1 部は、鈴木事務局長が春季生活闘争をめぐ
る情勢や闘争課題の共有化のため情勢報告を行い
ました。
　第 2 部は、連合　副事務局長・山根木晴久氏か
ら「2023 春季生活闘争の位置づけと取り組み」に
ついて講演をいただき、雇用の状況や賃金などの
今を取り巻く状況、賃上げで何をどのようにやっ
ていくのか、2023 春季生活闘争でめざすものは何

かのポイントを解説していただきました。
　続いて、盛岡中央地協・遠藤議長が集会宣言（案）
を提起、満場の拍手で確認、佐々木闘争委員長の
団結ガンバローで集会を終えました。
　集会終了後は、4 年ぶりとなるデモ行進を行い

「賃上げ実現！　職場環境改善！　格差是正！パ
ートの均等待遇実現！　最低賃金引き上げ！」を
訴えました。

この印刷物に使用している用紙は、森を元気にする
ための間伐と間伐材の有効活用に役立ちます。

連合岩手「2023春季生活闘争勝利3.3岩手県中央総決起集会」を開催

　連合岩手は 2023 春闘を昨年に引き続き 5 年 10 年先の「未来づくり春闘」と
位置づけ、「人への投資」を起点とした経済の好循環を創り出すことを目的に、
労働局、県経営者協会をはじめ各経営者団体などに理解を求めるための要請行
動を行いました。
　3 月 7 日（火）には、アートホテル盛岡において、岩手県経営者協会との政策
懇談会を行い「2023 春季生活闘争」の重点政策について相互理解を深めるため
意見交換を行いました。
　また、3 月 14 日～ 24 日には労働局、岩手県議会、岩手県商工会議所連合会、
岩手県中小企業団体中央会、岩手県商工会連合会、岩手県中小企業家同友会に対し、「最低賃金の改正」

「賃金・労働条件の改善」「働き方の改善」「付加価値の適正配分」などに関わる申し入れ書を提出、意見
交換を行いました。

連合は、賃上げの社会的波及、格差是正、
生活困窮者支援の政策・制度要求に取り組んでいます！
連合の訴えを届け、社会的な機運の醸成に向け、
「賃上げ実現・くらし支援　あしたを変える連合緊急アクション
　　　　　　　　　　　　　　　～くらしをまもり、未来をつくる～」
すべての働きくらす人々に向けて、今ここからはじまります！

賃上げ実現・くらし支援　あしたを変える連合緊急アクション

春季生活闘争課題について各団体等に要請行動を展開

県経営者協会会長・佐藤 氏（左）
連合岩手 佐々木会長（右）

1/15 「道の駅かわさき」で連
合宮城から引継

1/15 盛岡駅前で街頭宣伝 1/17 八戸市で連合青森へ引継 12/23・27 フードバンク岩手
へ「食料支援」

12/20 岩手県へ「生活困窮者
支援に関する緊急要請」

　2 月 6 日にトルコ南部で発生した地震に対するカン
パを行い、たくさんのご協力をいただきました。

団結ガンバロー・佐々木闘争委員長（連合岩手会長）

春闘勝利に向けて　団結ガンバロー 未来づくり春闘・春闘要求実現に向けてデモ行進（盛岡市）

情勢報告・鈴木事務局長 山根木副事務局長（連合本部） 遠藤議長（盛岡中央地協）

全国キャラバン終了　東北・北陸ブロック（1/12～ 2/20）
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